
令和８年４月 

東京都主税局 

 

令和６年７月 22日付及び令和７年７月 22日付地方税法施行規則様式改正 

への対応について 

【令和８年４月１日以後に開始する事業年度に係る申告分】 

（法人事業税・特別法人事業税・法人都民税） 

 

 

 令和６年度税制改正及び令和７年度税制改正に基づき、令和６年７月 22日及び令和７年７月

22日に地方税法施行規則様式が改正されました。改正内容や改正後の様式は、総務省のホームペ

ージに掲載されています。 

 今回の改正を受け、東京都では現在、様式の改定を行っています。令和８年４月１日以後に開

始する事業年度に係る法人事業税、特別法人事業税及び法人都民税の申告については、改正後の

様式の提供を開始するまでの間は、原則として旧様式により申告いただいて差し支えありません。 

 ただし下記に該当し、旧様式による申告が困難な場合は地方税法施行規則様式（上記総務省ホ

ームページに掲載されているものと同じものです。）を使用して申告してください。 

１ 100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人が申告を行う場合 

（外形標準課税の対象見直しについてはこちらをご覧ください。） 

・第６号様式 

・第６号様式（その２） 

・第６号様式（その３） 

・第６号の３様式 

・第６号の３様式（その２） 

・第６号の３様式（その３） 

・第６号様式別表４の４（当該法人との間に完全支配関係を有する特定法人等に関する明細書） 

   

２ 上記１に該当する法人が負担軽減措置控除の適用を受ける場合 

・第６号様式別表５の７（令和６年改正法附則第８条第２項の控除額に関する計算書） 

 

３ 上記２に該当する法人のうち、小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 

・第６号様式別表５の８ 

（比較法人事業税額を計算する場合の欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書） 

 

４ 控除対象所得税額等相当額の控除又は外国税額控除を行う場合 

 ・第７号様式 

 ・第７号の２様式 

 ・第７号の２様式別表１ 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/gaikei_kaisei
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年 日月

（
事

業

税
）

（
特
別
法
人
事
業
税
）

（
道

府

県

民

税
）

所 得 割

合計特別法人事業税額 ^ 6＋^ 7＋^ 8

資 本 割

摘　 　 要 税　 　 額課 税 標 準

付加価値割

収 入 割の

内

訳

課税標準となる法人税額

q ＋w －e ＋r

特別区分の課税標準
額

市町村分の課税標準
額

中 間 納 付 額

銀行 支店
口座番号（ 普通・ 当座）

差引法人税割額
u －i ＋o －! 0－! 1－! 2

場
合
の
u
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

法 人 税 割 額
（ t 又はy ×　 ）１００

@4×　１００

同上に対する 税額

@6×　１００

同上に対する 税額

還
付
請
求

の　 　 ・ 　 ・ 　 ・ 　 によ る 。
修申
正告

更
正

決
定

再
更
正

※

００
兆 十億 百万 千 円

０００

資本金等の額総額

資本金等の額

資
本
割

$ 3

$ 4

００
兆 十億 百万 千 円

^ 6

^ 5

^ 7

法第72条の２ 第１ 項第１ 号に掲げる 事業の
所得割に係る 特別法人事業税額

法第72条の２ 第１ 項第２ 号に掲げる 事業の
収入割に係る 特別法人事業税額

０ ０００^ 8法第72条の２ 第１ 項第３ 号に掲げる 事業の
収入割に係る 特別法人事業税額

%5のう ち見込納付額

& 0

& 2

& 5& 4

& 6

仮装経理に基づく 特別

法人事業税額の控除額

差 引

& 4－& 5

差引特別法人事業税額

^ 9－& 0

& 4 の う ち
見 込 納 付 額

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
特 別 法 人 事 業 税 額 の
控除額

こ の申告によ り 納付
すべき 特別法人事業税額

& 1－& 2－& 3

既に納付の確定し た当期

分の特別法人事業税額

%1

%3差引事業税額
$ 8－$ 9－%0－%1

仮装経理に基づく
事業税額の控除額

こ の 申 告 に よ り 納 付
すべき 事業税額%2－%3－%4

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額

%0

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確　 認

兆 十億 百万 千 円

０ ０

税率

差 引
%5－^ 4

100

署

　名

関
与
税
理
士

（
電
話

）

& 8

& 9

法人税の 当期の 確定税額

決算確定の日

・・

・・

・・
・・

青色・ その他

要・ 否 有・ 無

事業税 法人税有・ 無 有・ 無

解 散 の 日

残余財産の最後の
分配又は引渡し の日

申告期限の延長の処分（ 承認）の有無

法人税の申告書の
種類

こ の申告が中間申告
の場合の計算期間

翌期の中間申告の要否 国外関連者の有無

法人税の期末現在の資本金等の額

法人税の
令和

所得金額総額
別表５ # 5

%5

０ ０

０ ０００

００

^ 0

^ 2

^ 1

^ 3

所 得 割

資 本 割

付加価値割

収 入 割

還付を 受けよ う と する
金融機関及び支払方法

既に納付の確定し た
当期分の 事業税額

０００

付加価値額総額

付加価値額

付
加
価
値
割

$ 2

００
兆 十億 百万 千 円

０００

所得金額総額
別表５ # 5

所 得 金 額

所
得
割

$ 0

$ 1 ００
兆 十億 百万 千 円

０００

収入金額総額

収 入 金 額

収
入
割

第

一

号

に

掲

げ

る

事

業

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項

第

三

号

に

掲

げ

る

事

業

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項

# 8

# 9 ００
兆 十億 百万 千 円

・・

@7

& 7法人税の所得金額（ 法人税の
明細書（ 別表４ ）の（ ５２ ））

法第15条の４ の徴収猶予を
受けよ う と する 税額

に
掲
げ
る
事
業

第
一
項
第
二
号

法
第
七
十
二
条
の
二

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と 併記

（ 電話 ）

（ ふり がな）

（ ふり がな） （ ふり がな）

法 人 名

代 表 者
氏 　 名

経理責任者
氏 　 　 名

事業種目
（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ）

兆 十億 百万 千 円

非中小法人等

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

資本金の額

（ 外貨）

資本準備金の額

（ 外貨）

資本剰余金の額

（ 外貨）

前事業年度の

法人区分
イ に掲げる 法人

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の 額の 合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

資本金の額が１ 億円以下の普通法人
のう ち中小法人等に該当し ないもの

期末現在の資本金の額
（  解 散 日 現 在 の 額 ）

期末現在の資本金の額及び
資本剰余金の額の合算額

（ 解 散 日 現 在 の 額 ）

イ に掲げる 法人法　 人　 区　 分

@8

$ 8 令和６ 年改正 法附 則
第８ 条第２ 項の控除額

合計事業税額
（ # 2又は# 3）＋# 5＋# 7＋
# 9＋$ 1＋$ 3＋$ 5＋$ 7

事業税の 特定寄附金
税 額 控 除 額

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

兆 十億 百万 千 円法 第 72 条 の ２ 第 １ 項
第 １ 号 ロ（ 1） 又 は（ 2）
に よ る 加 算 後 の 額

笠

＝ 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  

： 

＼ 

： ： ： ＂ 

＂ヽ

’、, 9  

'  ： 

＂松＂松

屈~ 岬

r  r  "”" " “ぷ" " “ぷ" " “炉

＂ ＂ ； 

r  "”"“”"“”"“”"“” 

" - " 而 ＂ 一

： ： ： ： ＂松＂松

'  

~ 岬

r  "”"“”"“”"“”"“”" 

＂而＂松

" - " - " -

“”"“”"“”"“”"“”"“ 

； ； 

/  “”" “”" “”" 

＂悩＂松

、、、、 ------I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
I  I  I  I  

／ ／  -I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

------- I  I  
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  

／／  -------
l  

i  i  i  i  ＇ 

i  i  i  i  

i  i  i  

［一］

： 
； -------： ： ： ： |  |  

i  i  i  i  

---- |  |  
|  |  |  |  |  、、 9 ―̀̀  `  

99、̀--長,  ,  

﹇
別
紙
六
﹈



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号

法 人 番 号

区
分

受付印
令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

殿
年 月 日

申告年月日

（ ）

　 　

令和 年 月 年 月 日までの　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 の 申告書日から 令和
道 府 県 民 税
事　 　 業　 　 税
特別法人事業税

事 業 年 度 分

００

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０００

０００

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０００

０００

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準 税率（ 　 ）１００

所

　
得

　
割

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

年４００ 万 円以下の
金額

年４００ 万円を超え年
８００万円以下の金額

年８００ 万円を超える
金額

計 @9＋# 0＋# 1

軽減税率不適用法人
の金額

収
入
割

算定期間中において事務所
等を 有し ていた月数

既に納付の確定し た
当期分の均等割額

こ の申告によ り 納付
すべき 均等割額 ! 8－! 9

月

円×
! 7
１２

均

等

割

額

（ 使 途 秘 匿 金 税 額 等）
法人税法の規定によ っ
て計算し た法人税額

試験研究費の額等に係る
法人税額の 特別控除額

退職年金等積立金に係る
法人税額

２ 以上の道府県に事務所又は事
業所を有する 法人における 課税
標準と なる 法人税額

外国の法人税等の額の控
除額

外国関係会社等に係る 控除対
象所得税額等相当額の控除額

税額控除超過額相当額の
加算額

仮装経理に基づく 法人税
割額の控除額

既に納付の確定し た当期
分の法人税割額

租税条約の実施に係る 法
人税割額の控除額

こ の申告によ り 納付すべ
き 道府県民税額　 ! 6＋@0

@1のう ち見込納付額

差 　 引 　 　 　 @1－@2

こ の申告によ り 納付すべき 法人
税割額 ! 3－! 4－! 5

還付法人税額等の控除額０００

０００

０００

０００

０００

０００

００

００

０００

０００

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

資 本 金 等 の 額

資
本
割

# 5

# 6

# 7

# 8

# 4付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割

# 3

# 2

# 1

# 0

@9

@8

# 9

%5

%8

^ 0 ^ 1

^ 2

q

w

e

r

t

y

u

o

道府県民税の特定寄附金
税額控除額 i

! 0

! 1

! 2

! 3

! 4

! 5

! 6

! 7

! 8

! 9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

こ 　 の　 申　 告　 の　 基　 礎
年 日月

（
事

業

税
）

（
道

府

県

民

税
）

課税標準となる法人税額

q ＋w －e ＋r

特別区分の課税標準
額

市町村分の課税標準
額

差引法人税割額
u －i ＋o －! 0－! 1－! 2

場
合
の
u
の
計
算

東
京
都
に
申
告
す
る

法 人 税 割 額
（ t 又はy ×　 ）１００

@4×　１００

同上に対する 税額

@6×　１００

同上に対する 税額

の　 　 ・ 　 ・ 　 ・ 　 によ る 。
修申
正告

更
正

決
定

再
更
正

※

００
兆 十億 百万 千 円

００
兆 十億 百万 千 円

０００

０００

資本金等の額総額資
本
割

$ 3

$ 4

$ 5

$ 2付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割

００
兆 十億 百万 千 円

%7

%9差引事業税額
%4－%5－%6－%7

仮装経理に基づく
事業税額の控除額

こ の 申 告 に よ り 納 付
すべき 事業税額%8－%9－^ 0

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額

%6

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確 認

兆 十億 百万 千 円

^ 3

法人税の 当期の 確定税額

決 算 確 定 の 日 ・・

・・

・・

・・
・・

青色・ その他

要・ 否 有・ 無

事業税 法人税有・ 無 有・ 無

解 散 の 日

残余財産の最後の分配又は引渡し の日

申告期限の延長の処分（ 承認）の有無

法 人 税 の 申 告 書 の 種 類

こ の申告が中間申告の場合の計算期間

翌期の中間申告の要否

還付を 受けよ う と する
金融機関及び支払方法

国外関連者の有無

法人税の期末現在の資本金等の額

^ 4

法人税の
令和

法 人 税の 所 得 金 額（ 法 人 税 の 明 細 書（ 別 表４ ）の（ ５２ ） ）

既に納付の確定し た
当期分の 事業税額

法 第 15 条 の ４ の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額

還 　 付 　 請 　 求 中 間 納 付 額
銀行 支店

口座番号（ 普通・ 当座）

署

　名

関
与
税
理
士

（
電
話

）

０ ０

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

所 得 金 額

所
得
割 ０００

$ 0

$ 1

０ ０
兆 十億 百万 千 円

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

収
入
割 ０００

$ 6

$ 7

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

収 入 金 額

００
兆 十億 百万 千 円

０００

０００

収 入 金 額 総 額収
入
割

%1

%2

%3

%0資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

資
本
割

００
兆 十億 百万 千 円

０ ０

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

付加価値額総額

付 加 価 値 額

付
加
価
値
割 ０００

$ 8

$ 9

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

所 得 金 額 総 額
別表５ # 5

所 得 金 額 総 額
別表５ # 5

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と 併記

（ 電話 ）

（ ふり がな）

（ ふり がな） （ ふり がな）

法 人 名

代 表 者
氏 　 名

経理責任者
氏 　 　 名

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ）

兆 十億 百万 千 円

期末現在の資本金の額
（  解 散 日 現 在 の 額 ）

期末現在の資本金の額及び
資本剰余金の額の合算額

（ 解 散 日 現 在 の 額 ）

事業種目

期末現在の資本金の額及び
資本準備金の 額の 合算額

期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

資本金の額が１ 億円以下の普通法人
のう ち中小法人等に該当し ないもの

非中小法人等

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

資本金の額

（ 外貨）

資本準備金の額

（ 外貨）

資本剰余金の額

（ 外貨）

前事業年度の

法人区分
イ に掲げる 法人

イ に掲げる 法人法　 人　 区　 分

%4
合計事業税額

（ # 2又は# 3）＋# 5＋# 7＋# 9＋$ 1
＋$ 3＋$ 5＋$ 7＋$ 9＋%1＋%3

令和６ 年改正 法附 則
第８ 条第２ 項の控除額

事業税の 特定寄附金
税 額 控 除 額

第
六
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

兆 十億 百万 千 円法 第 72 条 の ２ 第 １ 項
第 １ 号 ロ（ 1） 又 は（ 2）
に よ る 加 算 後 の 額

笠

＝ 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  

： 

＼ 

§ § § § ＂ 

＂ヽ
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而而
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兆 十億 百万 千 円

& 8

& 9

* 0

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

* 8

* 9

( 0

( 1

( 2

( 3

（
事

業

税
）

（
特
別
法
人
事
業
税
）

兆 十億 百万 千 円

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法
人
名

・ ・

・ 　    ・
事 業 年 度

０ ０

０ ０００

００

^ 5

^ 7

^ 6

^ 8

所 得 割

資 本 割

付加価値割

収 入 割

の
内
訳

^ 1 兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

０ ０

０ ０００

００

^ 9

& 1

& 0

& 2

所 得 割

資 本 割

付加価値割

収 入 割

０ ０

０ ０

００& 4

& 3

& 5資 本 割

付加価値割

収 入 割

& 6 & 7^ 1のう ち見込納付額
差 引

^ 1－& 6

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

法第72条の２ 第１ 項第１ 号に掲
げる 事業の基準法人所得割額

同上に対する 特別法人事業税額
（ & 8×　  　 ／ 100）

法第72条の２ 第１ 項第２ 号に掲
げる 事業の基準法人収入割額

同上に対する 特別法人事業税額
（ * 0×　  　 ／ 100）

法第72条の２ 第１ 項第３ 号に掲
げる 事業の基準法人収入割額

同上に対する 特別法人事業税額
（ * 2×　  　 ／ 100）

法第72条の２ 第１ 項第４ 号に掲
げる 事業の基準法人収入割額

合計特別法人事業税額
（ & 9＋* 1＋* 3＋* 5）

仮装経理に 基づく 特別
法人事業税の控除額

差引特別法人事業税額
* 6－* 7

既に納付の確定し た当期分
の特別法人事業税額

租税条約の実施に係る 特別
法人事業税額の控除額

こ の申告によ り 納付すべき 特別
法人事業税額 * 8－* 9－( 0

( 1のう ち見込納付額

差 　 引 　 　 　 ( 1－( 2

同上に対する 特別法人事業税額
（ * 4×　  　 ／ 100）

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

第
六
号
様
式
（
そ
の
３
）
次
葉
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確　 認

年 月 日

申告年月日法 人 番 号

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と 併記 （ 電話 ）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ふり がな）

（ ふり がな）

法 人 名

代 表 者

氏 　 名

（ ふり がな）

経理責任者

氏 　 　 名

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　 　

※

事 業 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（ $ 2の金額）

前 事 業 年 度 の 特 別 法 人 事 業 税 額（ %2）

予 定 申 告 税 額　 　 （ ⑳＋@1＋@2＋@3＋@5）

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

@1

⑲

@4

@5

@6

@7

@8

@2

@3

⑳

@9

# 0

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

$ 0

$ 1

$ 2

$ 4

$ 6

$ 3

$ 5

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び
特 別 法 人 事 業 税 額 　 @6－@7

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度の法人税割額

予 定 申 告 税 額

（ （①× 前事業年度の月数

６

こ の申告が修正申告である 場合は
既に納付の確定し た 当期分の法
人税割額

こ の申告によ り 納付
す べ き 法 人 税 割 額

前事業年度の事業税額・ 特別法人事業税額の明細

合 計 事 業 税 額 　 # 0＋ # 2＋ # 4＋ # 6

%2

%3

%1

%0

$ 9

$ 8

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 （ $ 7＋$ 8）

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の 実施に 係る 事業税額の 控除額

納 付す べき 事 業税 額 # 7－# 8－# 9－$ 0－$ 1

税率
（ 　 ）１００

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

所得割に係る 特別法人事業税額

収入割に係る 特別法人事業税額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

$ 2
の
内
訳

月

円×
１２

均

　等

　割

　額

こ の申告によ り 納付
すべき 道府県民税額

④＋⑥

前事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道 府 県 民 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額
税 額 控 除 超 過 額
相 当 額 の 加 算 額
外国関係会社等に係る 控除対象
所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく 法人
税 割 額 の 控 除 額
租税条約の実施に係る
法人税割額の 控除額

納付すべき 法人税割額
⑨－⑩＋⑪－⑫－⑬－⑭－⑮

差 引 法 人 税 割 額

（ 電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前 事 業 年 度 の 期 間

通 算 親 法 人 の 事 業 年 度
の 期 間

・・
・・

・・
・・

・・
・・

法第１５条の４ の徴収猶予
を 受け よ う と する 税額

関 与 税 理 士

署 　 　 名

②－③

⑯－⑪－⑰

（ ⑱の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を 有し ていた月数

兆 十億 百万 千 円

所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６$ 3×

$ 4×

特 別 法 人 事 業 税 額（ （前事業年度の月数
６@4×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６$ 5×

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６$ 6×

仮装経理に基づく 特別法人事業税額の控除額

租税条約の実施に係る 特別法人事業税額の控除額

納付すべき 特別法人事業税額 $ 9－%0－%1

備考

０ ０
兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円（

特
別
法
人
事
業
税
）

（
事

業

税
）

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

摘 要 税 額課 税 標 準 税率
（ 　 ）１００

こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 は 既 に 納 付 の 確 定し た
当期 分の 事 業 税 額 及び 特 別 法 人 事 業 税 額

令和 年 月 年 月 日までの　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 の予定申告書日から 令和 事 業 年 度 分
道 府 県 民 税
事　 　 業　 　 税
特別法人事業税

事

業

税

特
別
法
人

０ ０

（ 特別控除取戻税額等）
課税標準と なる 法人税額

⑯のう ち特別控除取戻税額等
に係る 法人税割額

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

$ 7

令和６ 年改正法附則第８ 条第２ 項の控除額

﹇
別
紙
十
八
﹈



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確　 認

年 月 日

申告年月日法 人 番 号

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と 併記 （ 電話 ）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ふり がな）

（ ふり がな）

法 人 名

代 表 者

氏 　 名

（ ふり がな）

経理責任者

氏 　 　 名

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　 　

※

事 業 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（ %5の金額）

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

前事業年度の特別法人事業税額（ & 0の金額）

予定申告税額（ ⑨＋⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑱）

法第15条の４ の徴収猶予を 受けよ う と する 税額

関 与 税 理 士 署 名

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

⑧

! 1

⑨

! 8

! 9

@0

@1

! 6

! 2

! 7

⑩

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

前事業年度の法人税割額

予 定 申 告 税 額

（ （①× 前事業年度の月数

６

こ の申告が修正申告である 場合は
既に納付の確定し た 当期分の法
人税割額

こ の申告によ り 納付
す べ き 法 人 税 割 額

月

円×
１２

均

　等

　割

　額

こ の申告によ り 納付
すべき 道府県民税額

④＋⑥

（ 電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

前 事 業 年 度 の 期 間

通 算 親 法 人 の 事 業 年 度
の 期 間

・・
・・

・・
・・

・・
・・

備　 考

@2

②－③

（ # 3の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を 有し ていた月数

所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６%6×

%7×

%8×

特 別 法 人 事 業 税 額（ （前事業年度の月数
６! 7×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 3×

０ ０! 5資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 2×

０ ０! 4付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 1×

! 3所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 0×

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６%9×

こ の 申告 が 修 正 申告 で あ る 場 合 は 既に 納 付 の 確 定し た
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額

令和 年 月 年 月 日までの　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 の予定申告書日から 令和 事 業 年 度 分
道 府 県 民 税
事　 　 業　 　 税
特別法人事業税

事

業

税

特
別
法
人

第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

００
兆 十億 百万 千 円

００
兆 十億 百万 千 円

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び
特 別 法 人 事 業 税 額 ! 9－@0

﹇
別
紙
二
十
二
﹈



法
人
名

（ ）

兆 十億 百万 千 円

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度の事業税額・ 特別法人事業税額の明細

%0

%1

%2

%3

%4

%5

合計事業税額 # 5＋# 7＋# 9＋$ 1＋$ 3＋$ 5＋$ 7＋$ 9

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の 実施に 係る 事業税額の 控除額

納 付す べき 事 業税額 %0－%1－%2－%3－%4

税率
（ 　 ）１００

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

前事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道 府 県 民 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額

税 額 控 除 超 過 額
相 当 額 の 加 算 額
外国関係会社等に係る 控除対象
所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく 法人
税 割 額 の 控 除 額
租税条約の実施に係る
法人税割額の 控除額

納付すべき 法人税割額
@4－@5＋@6－@7－@8－@9－# 0

差 引 法 人 税 割 額
# 1－@6－ # 2

（
特
別
法
人
事
業
税
）

（
事

業

税
）

& 0

^ 9

^ 8

^ 7

^ 6

^ 5

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 （ ^ 4＋^ 5＋^ 65）

仮装経理に基づく 特別法人事業税額の控除額

租税条約の実施に係る 特別法人事業税額の控除額

納付すべき 特別法人事業税額　 ^ 7－^ 8－^ 9

０ ０

兆 十億 百万 千 円

^ 4 ０ ０
兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準 税率
（ 　 ）１００

０ ０

$ 2

$ 3

$ 4

$ 5

$ 6

$ 7

$ 8

$ 9

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

（ 特別控除取戻税額等）
課税標準と なる 法人税額

# 1のう ち特別控除取戻税額等
に係る 法人税割額

第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
次
葉
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

・ ・

・ 　    ・

%6

%8%5
の
内
訳

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

%7

%9

^ 0

^ 2

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

^ 1

^ 3

$ 0

$ 1

事 業 年 度

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法第72条の２ 第１ 項第１ 号に掲げる 事業の
所得割に係る 特別法人事業税額

法第72条の２ 第１ 項第２ 号に掲げる 事業の
収入割に係る 特別法人事業税額

法第72条の２ 第１ 項第３ 号に掲げる 事業の
収入割に係る 特別法人事業税額

@4

@5

@6

@7

@8

@9

# 0

# 1

# 2

# 3

@3

令和６ 年改正法附則第８ 条第２ 項の 控除額



整 理 番 号 事務所 申告区分管 理 番 号区
分

受付印
令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

殿

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日

通信日付印 確　 認

年 月 日

申告年月日法 人 番 号

所 在 地

本県が支店等
の場合は本店
所在地と 併記 （ 電話 ）

事 業 種 目

前期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額

（ ）

兆 十億 百万 千 円

（ ふり がな）

（ ふり がな）

法 人 名

代 表 者

氏 　 名

（ ふり がな）

経理責任者

氏 　 　 名

前期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額

前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額

　 　

※

事 業 税 道 府 県 民 税

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額（ ^ 4の金額）

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

前事業年度の特別法人事業税額（ * 7の金額）

予 定 申 告 税 額
（ ⑨＋⑩＋⑪＋⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲＋@1）

法第15条の４ の徴収猶予を 受けよ う と する 税額

関与税理士
署　 　 　 名

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

００

０ ０

０ ０

０ ０

００

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

⑧

! 1

⑨

! 8

! 9

@0

@1

@2

@3

@4

! 6

! 2

! 7

⑩

①

②

③

④

⑤

⑤
⑥

⑦

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

予 定 申 告 税 額

（ （①× 前事業年度の月数

６

こ の申告が修正申告である 場合は
既に納付の確定し た 当期分の法
人税割額

こ の申告によ り 納付
す べ き 法 人 税 割 額

月

円×
１２

均

　等

　割

　額

こ の申告によ り 納付
すべき 道府県民税額

④＋⑥

（ 電話 ）

こ の 申 告 の 期 間

通 算 親 法 人 の 事 業 年 度
の 期 間

備 考

・・
・・

・・
・・

・・
・・

@5

②－③

（ # 6の金額）

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を 有し ていた月数

所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 5×

^ 6×

^ 7×

特 別 法 人 事 業 税 額（ （前事業年度の月数
６@0×

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６& 2×

０ ０! 5資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６& 1×

０ ０! 4付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６& 0×

! 3所 　 得 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 9×

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６^ 8×

こ の 申告 が 修 正 申告 で あ る 場 合 は 既に 納 付 の 確 定し た
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額

令和 年 月 年 月 日までの　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 の予定申告書日から 令和 事 業 年 度 分
道 府 県 民 税
事　 　 業　 　 税
特別法人事業税

事

業

税

特
別
法
人

第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

００
兆 十億 百万 千 円

００
兆 十億 百万 千 円

付 加 価 値 割 額（ （前事業年度の月数
６& 3× ００

兆 十億 百万 千 円

資 　 本 　 割 額（ （前事業年度の月数
６& 4× ００

収 　 入 　 割 額（ （前事業年度の月数
６& 5× ００

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び
特 別 法 人 事 業 税 額 @2－@3

前事業年度の法人税割額

前 事 業 年 度 の 期 間

﹇
別
紙
二
十
四
﹈



法
人
名

（ ）

兆 十億 百万 千 円

# 7

# 8

# 9

$ 0

$ 1

$ 2

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

摘 要 税 額課 税 標 準

前事業年度の事業税額の明細

%9

^ 0

^ 1

^ 2

^ 3

^ 4

令和６ 年改正法附則第８ 条第２ 項の 控除額

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額

租税条約の 実施に 係る 事業税額の 控除額

納 付す べき 事 業税額 %9－^ 0－^ 1－^ 2－^ 3

税率
（ 　 ）１００

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

前事業年度の法人税割額の明細

法 人 税 割 額

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額

道 府 県 民 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額

税 額 控 除 超 過 額
相 当 額 の 加 算 額
外国関係会社等に係る 控除対象
所得税額等相当額の控除額

仮装経理に基づく 法人
税 割 額 の 控 除 額
租税条約の実施に係る
法人税割額の 控除額

納付すべき 法人税割額
@7－@8＋@9－# 0－# 1－# 2－# 3

差 引 法 人 税 割 額
# 4－@9－ # 5

$ 5

$ 6

$ 7

$ 8

$ 9

%0

%1

%2

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

円

円

円

兆 十億 百万 千 円

所
得
割

所 得 金 額 総 額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

所 得 金 額

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

課税標準と なる 法人税額

（ 特別控除取戻税額等）

# 4のう ち特別控除取戻税額等
に係る 法人税割額

第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
３
）
次
葉
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

・ ・

・ 　    ・

^ 5

^ 7

^ 4
の
内
訳

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

^ 6

^ 8

^ 9

& 1

付加価値割

収 入 割

所 得 割

資 本 割

& 0

& 2

$ 3

$ 4

事 業 年 度

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 業

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 業

@7

@8

@9

# 0

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

@6

兆 十億 百万 千 円

前事業年度の特別法人事業税額の明細

& 6

& 7

& 8

& 9

* 0

* 1

* 2

* 3

* 4

* 5

* 6

* 7

%3

%4

%5

%6

%7

%8

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千

兆 十億 百万 千

兆 十億 百万 千

付
加
価
値
割

付加価値額総額

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

付 加 価 値 額

資
本
割

収
入
割

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

付加価値割

収 入 割資 本 割

& 3

& 5

法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 業

& 4

納付すべき 特別法人事業税額
* 4－ * 5－ * 6

租税条約の実施に係る
特別法人事業税額の控除額

仮 装 経 理 に 基 づ く
特別法人事業税額の控除額

合計特別法人事業税額
（ & 7＋& 9＋* 1＋* 3）

法第72条の２ 第１ 項第４ 号に 掲
げる 事業の基準法人収入割額

法第72条の２ 第１ 項第１ 号に掲
げる 事業の基準法人所得割額

同上に対する 特別法人事業税額
（ * 2×　  　 ／ 100）

同上に対する 特別法人事業税額
（ * 0×　  　 ／ 100）

同上に対する 特別法人事業税額
（ & 6×　  　 ／ 100）

法第72条の２ 第１ 項第２ 号に 掲
げる 事業の基準法人収入割額

法第72条の２ 第１ 項第３ 号に 掲
げる 事業の基準法人収入割額

同上に対する 特別法人事業税額
（ & 8×　  　 ／ 100）

00

00

00

00

合計事業税額 # 8＋$ 0＋$ 2＋$ 4＋$ 6＋$ 8＋%0＋%2＋%4＋%6＋%8

:  :  :  :  
:  :  :  :  

' : ' ' : ' ' : ' ' :  :  :  :  :  
:  :  :  :  
' ' ' '  
’’’’’’’’’’ 



第
六
号
様
式
別
表
四
の
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

年 月 日から

年 月 日まで

事 業
年 度

法 人 名

法 人 の 名 称 所　 　 　 在　 　 　 地 法　 人　 番　 号
資 本 金 の 額 又 は
出 資 金 の 額

資本金の額及び資本
剰余金の額の合算額

１ ． 当該法人の株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する他の法人の明細

当該法人と の間に完全支配関係を有する特定法人等に関する明細書

兆 十億 百万 千 円

２ ． １ のう ちいずれかの他の法人に対する剰余金の配当又は出資の払戻しがある場合の計算

法人番号

令和

令和

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

兆 十億 百万 千

外国通貨によ り 表示した場合の金額

兆 十億 百万 千 円

外国通貨によ り 表示し た場合の金額

（ 外国法人の所在地国 ）

日まで令和令和 月年日から月年
法第７２ 条の２ 第２ 項第２ 号に

掲げる当該他の法人の事業年度

法第７２ 条の２ 第１
項第１ 号ロ（ １ ）に
掲 げ る 特 定 法 人

一連

番号

法第７２ 条の２ 第１ 項第１ 号ロ（ １ ）又は（ ２ ）の加算額
①＋②

期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額
第６ 号様式の「 期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」

加算後の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額
③＋④

法　 人　 名 配 当 等 の 日 配 当 等 の 額

兆 十億 百万 千 円

令和 ①日月年

一連

番号

令和 ②日月年

③

④

⑤

３ ． 認定特別事業再編事業者による完全支配関係を有する法人である場合の明細

法　 人　 名
取 得 等 の 日

取 得 等 の 日 以 後
五年を経過する 日

令和 日月年 令和 日月年

一連

番号

認定特別事業再編事業者

円

円

円

円

円

円

円

円

円



第6号様式別表4の4記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる

法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、法第72条の2第4項に規定する人格のな

い社団等、同条第5項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関

する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関す

る法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人

(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この記載要領において同

じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

以外の法人のうち法附則第8条の3の4第1項の規定による読替え前の法第72条の2第1項第

1号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものが記載し、第6号様式、第6号様式(その2)

又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 「資本金の額又は出資金の額」及び「資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の各

欄は、法第72条の2第2項第1号に規定する当該事業年度終了の日以前に最後に終了した当

該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)にお

ける金額を記載すること。なお、当該他の法人が外国法人である場合には、「所在地」

の欄にその所在地国を併記し、「資本金の額又は出資金の額」及び「資本金の額及び資

本剰余金の額の合算額」の各欄の下欄にそれぞれ資本金の額又は出資金の額並びに資本

金の額及び資本剰余金の額の合算額について外国通貨により表示した場合の金額を記載

すること。 

 4 「法第72条の2第2項第2号に掲げる当該他の法人の事業年度」の欄は、法第72条の2第2

項第1号に規定する当該事業年度終了の日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年

度(当該最後に終了した当該他の法人の事業年度がない場合には、当該他の法人の設立後

最初の事業年度)を記載すること。 

 5 「1のうちいずれかの他の法人に対する剰余金の配当又は出資の払戻しがある場合の計

算」の各欄は、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の公布の日以後に

法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)に規定する場合において、当該法人が同号ロ(1)に

規定する剰余金の配当又は出資の払戻しをした場合に記載すること。 

 6 「認定特別事業再編事業者による完全支配関係を有する法人である場合の明細」の各

欄は、当該法人が法附則第8条の3の4第1項の規定により法第72条の2第1項第1号ロ(1)又

は(2)の規定を読み替えて適用する場合に記載すること。 

 7 法附則第8条の3の4第1項に規定する対象法人又は同項に規定する五年以内株式等取得

等法人にあっては、対象法人又は五年以内株式等取得等法人に該当するものであること

を証する書類として政令附則第6条第1項に規定する書類を添付すること。 
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摘 要 課 税 標 準 額
税率 税額（ イ ） 税率 税額（ ロ ）

比 較 法 人 事 業 税 額令和八年度分基準法人事業税額／
令和九年度分基準法人事業税額

１ ． 法第72条の２ 第１ 項第１ 号に掲げる 事業に係る 計算

令和６ 年改正法附則第８ 条第２ 項の
控除額に関する 計算書

２ ． 法第72条の２ 第１ 項第３ 号に掲げる 事業に係る 計算

３ ． 控除額の計算

摘 要 課 税 標 準 額
税率 税額（ イ ） 税率 税額（ ロ ）

比 較 法 人 事 業 税 額令和八年度分基準法人事業税額／
令和九年度分基準法人事業税額

事
業
年
度

法
人
名

・ ・

・ ・

円

円

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

円

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

円

円

円

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

円

円

０ ０

０ ０

０ ０

円

０ ０

０ ０

円

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０ ０

円

円

円

０ ０

０ ０

０ ０

０ ０

所
　
　
　
得
　
　
　
割

付
加
価
値
割

資
本
割

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

所得金額総額
第６ 号様式㉘、第６ 号様式（ その２ ）㉘又は第６ 号様式（ その３ ）㉘

年400万円以下の金額

年400万円を超え年800万円以下の金額

年800万円を超える 金額

計　 ②＋③＋④

軽減税率不適用法人の金額
第６ 号様式3 、第６ 号様式（ その２ ）3 又は第６ 号様式（ その３ ）3

付加価値額総額
第６ 号様式3 、第６ 号様式（ その２ ）3 又は第６ 号様式（ その３ ）3

付加価値額
第６ 号様式3 、第６ 号様式（ その２ ）3 又は第６ 号様式（ その３ ）3

資本金等の額総額
第６ 号様式3 、第６ 号様式（ その２ ）3 又は第６ 号様式（ その３ ）3

資本金等の額
第６ 号様式3 、第６ 号様式（ その２ ）3 又は第６ 号様式（ その３ ）3

所
得
割

付
加
価
値
割

資
本
割

収
入
割

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

所得金額総額
別表５ 3

所得金額

付加価値額総額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

付加価値額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

資本金等の額総額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

資本金等の額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

収入金額総額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

収入金額
第６ 号様式（ その２ ）4 又は第６ 号様式（ その３ ）4

㉒

㉑

仮計 （ ⑥＋⑧＋⑩）又は⑤若しくは⑥

仮計 （ ⑮＋⑰＋⑲）又は（ ⑬＋⑲）

控除額 （ ㉑×２ /３ ）又は（ ㉑×１ /３ ）

差引 （ ⑪の（ イ））－（ ⑪の（ ロ））＋（ ⑳の（ イ））－（ ⑳の（ ロ））

／ ご r - ・ご r  r  "  

" -

／ r  r“ ぷr r  •• ぷr

＂砂

-----必 - - - - - 必

／ ／  ------／ ／  ------- ／ ／  --------／ ／  一／／  一 ／／  -------／ ／  ------／ ／  ------ ／ ／  -------
／ ／  

[
[
]
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第6号様式別表5の7記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人が、地方税法等

の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定により事業税額から

控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)

の申告書に添付すること。 

 2 「比較法人事業税額」の「税率」の欄は、それぞれ当該事業年度における法第72条

の2第1項第1号ロ又は第3号ロに掲げる法人に適用される所得割及び収入割の税率を記

載すること。 

  また、標準税率以外の税率で所得割及び収入割を課する道府県に事務所又は事業所

を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付

する場合には、当該税率によること。 

 3 「控除額 」の欄は、次に掲げる事業年度の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を

記載すること。 

  (1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 「差引 」

の欄の金額の3分の2に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当

該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該金額を切り上げ

た金額) 

  (2) 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度 「差引 」

の欄の金額の3分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当

該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額又は当該金額を切り上げ

た金額) 





第6号様式別表5の8記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令

和6年法律第4号)附則第8条第2項に規定する比較法人事業税額を算定するため、欠損金額又は個別

欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定によ

る改正前の法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について次に掲げる規定の適用を

受けようとするときに記載し、第6号様式別表5の7に併せて提出すること。 

  (1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第1項又は政令

第21条第1項の規定 

  (2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定に

よる改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税

法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第161号)第1条の規定による改正前の政令(以

下この記載要領において「平成27年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定に

よる読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正

前の法人税法第57条第1項若しくは第58条第1項又は平成27年旧政令第21条第1項の規定 

 2 法第72条の2第1項第3号に掲げる事業に係る欠損金額等又は災害損失欠損金額の計算をして記載

すること。 

 3 「控除前所得金額①」の欄は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人

税法第59条第1項又は第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

(平成23年法律第29号)(以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により損金

に算入する金額を控除した金額を記載すること。 

 4 「損金算入限度額②」の欄は、中小法人等事業年度(法第72条の23第1項の規定によりその例によ

るものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の法人税法第57条第11項各号に掲げる法人の

同項各号に定める各事業年度をいう。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を抹消し、そ

の他の事業年度にあっては「50又は」を抹消すること。 

 5 「控除未済欠損金額等又は控除未済災害損失欠損金額③」の欄の記載に当たっては、次によるこ

と。 

  (1) 令和8年3月31日以前に開始する事業年度については、直近に提出した法第72条の2第1項第3

号に掲げる事業に係る第6号様式別表9の「翌期繰越額⑤」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による

読替え後の法人税法第57条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により欠損金額又

は災害損失欠損金額とみなされる金額を含めて記載すること。 

  (3) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21条第2項の規定による

読替え後の法人税法第57条第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定によりないものと

される欠損金額又は災害損失欠損金額を控除して記載すること。 

  (4) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は第2項

(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける

場合には、法人税法第57条第5項の規定によりないものとされる欠損金額又は災害損失欠損金額

を控除して記載すること。 

 6 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政

令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規定による読替え後の所得税法等の一部

を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要

領において「令和5年旧措置法」という。)第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける場合における

「当期控除額④(当該事業年度の③と(②－当該事業年度前の④の合計額)のうち少ない金額)」の欄

の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「(②－当該事業年度前の④の合計額)」の金額が零に満たない場合には、当該金額を零とし

て計算すること。 

  (2) 令和5年旧措置法第66条の11の4第1項第1号に規定する特例事業年度に該当する各事業年度

ごとに同条第2項に規定する超過控除対象額を含めて記載すること。 

 7 「翌期繰越額⑤」の欄は、法人税法第59条第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これ

らの規定により計算した金額を記載すること。 



円円

外国関係会社に係る 控除対象所得税
額等相当額の控除に関する 明細書
（ その２ ）

⑯⑮⑭⑬⑫⑪

⑰

⑲（ ⑦（ イ）－⑰）

㉑

⑱

⑳（ ⑦（ ロ）－⑱）

㉔ ㉕ ㉖㉒ ㉓

政令第９ 条の７ 第４ 項ただし 書の規定の
適用の有無

政令第48条の13第５ 項ただし 書の規定の
適用の有無

控除する 金額の計算

有　 ・ 　 無有　 ・ 　 無

所得税等の額

控除対象所得税額等相当額

法人税の控除額

防衛特別法人税の控除額

地方法人税の控除額

控除対象所得税額等相当額のう ち⑥
の額を超える 額は上段に、 ⑥と ⑧の
合計額を超える 額は下段に

道府県民税の法人税割額　 　 　 ㉒

国税の控除額　 　 　 ③＋④＋⑤

市町村民税の法人税割額　 　 　 ㉕

各都道府県・ 市町村ごと に控除する 金額の明細

所　　在　　地名　 　 称

各都道府県ご

と に控除すべ

き 金額

各都道府県ご

と に算定し た

法人税割額　 　 　

各都道府県ご
と に控除する
金額（ ⑪又は
⑫のう ち少な
い額） 　

各市町村ごと

に控除すべき

金額　

各市町村ごと

に算定し た法

人税割額　 　 　

各市町村ごと
に控除する 金
額（ ⑭又は⑮
のう ち少ない
額）    

小 計

事 務 所 又 は 事 業 所

合 計

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
A
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

法

人

名
事 業 年 度

・ ・

・ ・

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

円円円人円円円人

従業者
数又は
補正後
の従業
者数　

従業者
数又は
補正後
の従業
者数　

（ イ）

（ ロ）

控除する金額（ ⑦（ イ）若しくは⑧のうち少
ない額又は㉓は上段に、⑦（ ロ）若しくは⑨
のうち少ない額又は㉖は下段に）

特
別
区

特
　
　
別
　
　
区
　
　
以
　
　
外

／ ／ 

﹇
別
紙
二
十
四
の
五
﹈



外国の法人税等の額の控除

に関する 明細書（ その２ ）
事 業 年 度

法
人
名

政令第９ 条の７ 第４ 項ただし 書の規定の適用の有無 前３ 年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細有・ 無

政令第４８条の１３第５ 項ただし 書の規定の適用の有無

当期において控除する 外国税額及び税額控除不足額相当額の計算

控
除
対
象
外
国
税
額

当

期

分

の

控

除

外

国

税

額

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額
（ 別表１ の⑦）

国　 税　 の　 控　 除　 限　 度　 額
（ 別表１ の①、同表の⑦又は（ 同表の①＋同表の②＋
同表の③））

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額
（ 別表１ の④）

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額
（ 別表１ の⑤）

前３ 年以内の控除限度額を 超える
外国税額（ 別表１ の⑲）

外国税額のう ち④の額を 超える 額
は上段に、 ④と ⑥の合計額を 超え
る 額は下段に

前３ 年以内の 控除余裕額の う ち当期加算額
（ 別表１ の㉒は上段に、㉓は下段に）

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額
（ ⑤又は⑨の各段のう ち少ない額）

前 ３ 年 以 内 の 控 除 未 済 外 国 税 額 及 び
控 除 未 済 税 額 控 除 不 足 額 相 当 額

法第５３ 条第４２ 項及び第３２１ 条の８ 第４２ 項に
よ り 控除でき る 金額（ 別表７（ その２ ）の⑧）

⑩ 又 は 当 初 申 告 税 額 控 除 額

当期において控除する 外国税額及び税額控除
不足額相当額（ ⑭若し く は（ ⑪＋⑫＋⑬）
のう ち少ない額又は㉛及び3 ）

計
（ ⑥＋⑧（ イ）は上段に、⑦＋⑧（ ロ）は下段に）

計　 ①＋②

①

⑯

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（ イ）

（ ロ）

事 業 年 度
控除未済
外国税額等

円

円 円人

円

⑰ ⑱
円

円

計

当 　 期 　 分

翌期繰越額計

事 務 所 又 は 事 業 所

各都道府県・ 市町村ごと に控除する 外国税額及び税額控除不足額相当額の明細

所　 　 在　 　 地

小 計

合 計

特

　
　別

　
　区

　
　以

　
　外

特
別
区

控除未済繰
越額
　㉙－㉛

（ イ）

（ ロ）

（ イ）

（ ロ）

（ イ）

（ ロ）

（ イ）

（ ロ）

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑳

円

㉑⑲

㉕

㉙ ㉚

3

㉛

当期控除額
翌期繰越額
⑯－⑰有・ 無

名　 称

各都道府県ご
と に控除する
外国税額等（ ⑲
又は⑳のう ち
少ない額）

各都道府県ご

と に算定し た

法人税割額

各都道府県ご

と に控除すべ

き 外国税額等

従業者数

又は補正

後の従業

者数

円 円人

㉓

円

㉔㉒

各市町村ごと
に控除する 外
国税額等（ ㉒
又は㉓のう ち
少ない額）

各市町村ご と

に算定し た法

人税割額

各市町村ごと

に控除すべき

外国税額等

従業者数

又は補正

後の従業

者数

控除未済繰
越額
　3 －3

㉖

3 3

3

3

㉗（（ ⑪（ イ ）＋⑫（ イ ）＋

⑬（ イ ））－㉕）

㉘（（ ⑪（ ロ ）＋⑫（ ロ ）＋

⑬（ ロ ））－㉖）

・ ・

・ ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

・ 　 　  ・

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

民

　税

道
府
県

民

　税

市
町
村

⑫

（ イ）

（ ロ）

当期分と し て算定し た法人税割額（ ㉚若し く は
3 又は第６ 号様式の⑦－⑧＋⑨－⑩、第６ 号様式（ その２ ）の⑦
－⑧＋⑨－⑩若し く は第６ 号様式（ その３ ）の⑦－⑧＋⑨－⑩）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

/  /  

／ ／ 

﹇
別
紙
二
十
八
﹈



控除余裕額又は控除限度額を超える 外国税額

の計算に関する 明細書

当期分の控除余裕額又は控除限度額を 超える 外国税額の計算

前３ 年以内の控除余裕額又は控除限度額を 超える 外国税額の明細

国 税 の 控 除 余 裕 額 　 ①－⑦ ⑧

⑩

当期分の控除限度額を 超え る 外国税額

⑦－⑥
⑫

円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円

円円 円 円 円 円 円

円 円 円 円

円

前 期

から の

繰越額

当期分

と みな

す額

翌 期

繰越額

控除限度額を超える 外国税額

合 計

前３ 年以内の控

除余裕額の当期

の限度額への加

算額

前３ 年以内の控

除限度額を超え

る 外国税額の当

期への繰越額

⑧の額 ㉔の額
⑧－㉔

の 額

⑨－㉕

の 額

⑩－㉖

の 額

⑭＋⑯
＋⑱の
額

⑫－（ ⑭＋
⑯ ＋ ⑱）
の額

⑨の額 ㉕の額 ⑩の額 ㉖の額 ⑫の額

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

⑳

国 税

道府県

民 税

市町村

民 税

国 税

計

道府県
民 税

市町村
民 税

⑬のう ち⑫に

充てら れる 額
㉑

⑲のう ち⑧に

充てら れる 額
㉔

⑲－㉔のう ち⑨

に充てら れる 額
㉕

⑲－㉔－㉕のう ち

⑩に充てら れる 額
㉖

㉗

⑮のう ち⑫に

充てら れる 額
㉒

⑰のう ち⑫に

充てら れる 額
㉓

⑭

⑯

⑱

㉔＋㉕＋㉖

⑨
道府県民税の控除余裕額（ ①＋②＋③

＋④－⑦） 又は④のう ち少ない金額

⑪計　 　 ⑧＋⑨＋⑩

市町村民税の控除余裕額（ ⑥－⑦）

又 は ⑤ の う ち 少 な い 金 額

①

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 ④

②

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額 ⑤

計　 　 ①＋②＋③＋④＋⑤ ⑥

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 ⑦

当

期

分

の

控

除

限

度

額

当

期

分

の

控

除

余

裕

額

前　 期
から の
繰越額

当期に
加　 算
する 額

翌　 期

繰越額

前　 期
から の
繰越額

当期に
加　 算
する 額

翌　 期

繰越額

前　 期
から の
繰越額

当期に
加　 算
する 額

翌　 期

繰越額

控 除 余 裕 額

道 府 県 民 税国 税 市 町 村 民 税

当　 　期　 　分

事 業 年 度

事業年度
法
人
名

法　 人　 税　 の　 控　 除　 限　 度　 額

第
七
号
の
二
様
式
別
表
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

地 方 法 人 税 の 控 除 限 度 額

・ ・

・ ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

・ 　 　 　 ・

防 衛 特 別 法 人 税 の 控 除 限 度 額 ③

﹇
別
紙
三
十
﹈


